
農地 － 担い手への農地集積・集約化 －

【農地集積・集約の加速化に向けた展開】

担い手の減少、高齢化が続く中で、農業の生産性を高め、競争力を強化していくため

には、担い手への農地集積・集約化を更に加速し、生産コストを削減していく必要があ

ります。

農地の集積・集約化を推進する農地中間管理機構(以下「機構」という。)が各県に設

置された平成26(2014)年以降、九州における担い手への農地集積率は、令和４(2022)年

３月末時点で51.7％となっており、都府県平均の47.3％より高くなっています。

しかしながら、近年は九州管内でも集積率の伸びが鈍化しています。さらに、コロナ

禍の影響による人・農地プランの実質化の取組が停滞している状況を踏まえつつ、更な

る取組強化が必要となっています。

九州農政局では、人・農地プランの実質化の取組や各種施策を一体的に推進すること

により、担い手への農地集積・集約化を更に加速化するため、各県や機構などの関係機

関を構成員とした農地集積・集約化推進合同会議を開催し、集積・集約化に係る情報の

共有などに取り組んでいます。具体的には、中山間地域や畑・果樹地帯の農地が多いと

いう九州農業の特色を踏まえ、これらの地域での取組のノウハウを事例として整理し、

ホームページに掲載するなどして横展開を図っています。
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資料：農林水産省調べ
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農地 － 基盤整備 －

【強い農業の基盤作りの推進】

農業の生産性を高め、競争力を強化していくためには、担い手への農地集積・集約化
はもとより、農地の大区画化による営農コストの削減、水田の汎用化やかんがい施設の
整備などによる農業の基盤づくりが重要です。
九州では、水田の整備済割合（30ａ程度以上）が、全国平均の67.0％より低い62.6％

となっており、50ａ以上の大区画化の割合はさらに低くなっています。
一方、畑のかんがい施設の整備割合は、全国平均の24.6％より少し高い28.0％となっ

ていますが、末端農道整備済割合は、全国平均の78.4％より低い67.0％となっていま
す。
このため、労働生産性を向上させる大区画化や水田において高収益な畑作物を導入す

るための汎用化等の整備を引き続き進めていく必要があります。

【水田の整備済割合】 【畑の整備済割合】

【水田の整備済割合（30ａ程度以上）の推移】 【畑のかんがい施設の整備済割合の推移】

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査

（令和2年3月31日時点）

資料：農業基盤情報基礎調査(各年度)

（R2年は令和2年3月31日時点）

資料：農業基盤情報基礎調査(各年度)

（R2年は令和2年3月31日時点）

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査

（令和2年3月31日時点）
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農地 － 荒廃農地解消の取組 －

【荒廃農地の再生利用に向けた取組の推進】

農林水産省では、荒廃農地(現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通
常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地)の解消を図るためには、
荒廃農地の状況把握が必要不可欠であり、平成20(2008)年から「荒廃農地調査」を実施
しています。九州の令和２(2020)年の荒廃農地面積は７万1,021ha(全国28万1,831ha)
で、近年はほぼ横ばいで推移していますが、前年に比べ、16ha減少しました。
九州の各県・市町村では、国の農地耕作条件改善事業のほか、県単独事業等を活用

し、雑木除去や簡易な農地整備を行う取組が進められており、令和２(2020)年は1,758ha
の荒廃農地が再生利用されています。また、国の多面的機能支払、中山間地域等直接支
払による地域・集落の共同活動により荒廃農地の発生防止の取組が進められています。
九州農政局では、荒廃農地の発生防止・再生の先進的な取組を行っている農業者等の

活動内容を荒廃農地解消事例としてとりまとめ、九州農政局Webサイトに掲載するなど、
再生利用の推進を図っています。
「荒廃農地解消事例」
http://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/kousakuhoukiti/top1.html

再生前 再生後

【事例】【紫ボタンボウフウの栽培に向け、荒廃農地を再生する取組み】

大分県豊後高田市の羽根地区は漁村集落で、以前は半漁
半農で地区内の農地(約４ )が耕作されていましたが、高
齢化で現在は大半が荒廃農地となっていました。
このため、地域内で話し合いを行い、荒廃農地のうち約

３haを令和３(2021)年度から令和７(2025)年度までの５カ
年計画で再生利用するために必要な雑木等の伐採・整地な
どを行うため、令和３(2021)年度に創設された農山漁村振
興交付金の最適土地利用対策に取り組んでいます。
再生した農地では、健康志向からニーズの高いボタンボ

ウフウ の生産に取り組む予定で、紫ボタンボウフウを地
域特産品としてブランド化することや地域住民の所得向上
が期待されています。

* ボタンボウフウ：別名、長命草（ちょうめいそう）とも呼

ばれ、沖縄や九州などの温暖な地域で海岸沿いの岩場に自生
するセリ科の常緑多年草。

【問合せ先】豊後高田市農業振興課 ブランド推進係

再生後
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資料：農林水産省調べ

期待されるボタンボウフウ
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農地 － 国営土地改良事業等 －

【国営土地改良事業等実施地区位置図】
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国営事業完了地区

【地域特性を生かした産地形成の基盤を創る国営事業の実施】

九州では、数百から１万haを越える広大な農地において、農業生産の基礎となる頭首
工、用排水機場、農業用用排水施設等の基幹的な施設の新設や更新・機能保全を大淀川
左岸地区(宮崎県)他７地区で行っています。また、九州沖縄で特有の地下ダムの築造を、
沖永良部地区、喜界島地区(ともに鹿児島県)で行っています。これらの地区では、安定
的に農業用水を供給することで、地域の特性に応じた高付加価値の作物が導入され、農
業経営の安定が図られるとともに食料供給基地としての発展が期待されています。
一方、災害の未然防止を図るため、自然的、社会的状況の変化等により機能が低下し

た農業用用排水施設の機能回復や耐震化を筑後川下流右岸地区(佐賀県)で行っています。
また、高潮や波浪など自然災害から農地や宅地等を防護する海岸の堤防の整備を西国東
地区(大分県)、玉名横島地区、八代地区(ともに熊本県)で行っています。
また、耕作放棄地を含めた農地の土地利用を計画的に再編し、担い手への農地の利用

集積を進めるため、農地の区画整理及び農業用用排水の一体的な整備を、駅館川地区
(大分県)、宇城地区(熊本県)で行っています。
これらの国営事業に併せ県営事業等の関連事業を行うことにより、農業生産の基盤が

創られ、地域特性を生かした多種多様で大規模な産地が維持・形成されています。
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国営事業所との連携で目指す将来像の取りまとめを支援 （宮崎県拠点）

受益地区の「目指す将来像」作成のため、国営事業所が行う農業生産現場を取り巻
く現状と課題把握の聞き取り調査等の支援を行いました。

○ きっかけ
宮崎中部農業水利事業所とは、事業概要説明、施設見学及び意見交換等を令和２年

度に続き３年度も実施し、お互いの連携を確認しました。
今回、同事業所が受益地区の「目指す将来像」を取りまとめる段階で県拠点との連

携について協力要請がありました。

○ 取組の概要
同事業所において、受益地区が持続的に維持発展するため「目指す将来像」を取

りまとめる過程において、土地改良区、地域の代表的な農業者等へ現場の課題や将
来の経営方針等を聞き取る際に県拠点も同行し現場の課題等を把握し、また、将来
像を取りまとめる検討会にも参画し、県や該当地域の農業の現状、地域の動向など
を明らかにしました。

○ 取組の効果・今後の方向性
「現場と農政を結ぶ活動」を活かし、受益地内の農業が持続的な維持発展するため
の「目指す将来像」作成に県拠点として参画することにより新たに土地改良区や地
域を代表する農業者などとのつながりができました。
今後、「目指す将来像」作成後は、引き続き農業者等との意見交換を実施し事業

所へ情報共有するなどして効果のある事業のための支援を行います。

体制図

「事業概要パンフ」より抜粋

宮崎県拠点
各地区担当

連携・参画
宮崎中部農業
水利事業所

アドバイス
同行調査など

取組概要・効果
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【計画的な農業水利施設等の長寿命化計画の推進】

農業生産のために欠くことのできない農業用水を運ぶための基幹的な農業用用水路の
延長は、全国で約５万１千kmにおよび地球を1.25周する長さがあり、九州の延長は
4,832km（全国の約９％）です。また、ダム、頭首工、用排水機場等の施設は全国で約
7,600箇所におよび、九州には1,101箇所（全国の14％）あります。
しかし、これらの施設は、老朽化が進んでおり、特に、熊本県、大分県及び宮崎県は

半数以上の施設が耐用年数を超過するなど、老朽化が進行し、突発事故の増加や施設機
能の低下が懸念されています。
そこで、農業水利施設等を所管する農林水産省農村振興局により、農業水利施設等の

維持管理・更新等を着実に推進する中期的な取組の方向性を明らかにするため、「イン
フラ長寿命化計画（行動計画）」が策定されており、「インフラ長寿命化計画（行動計
画）」に基づき、農業水利施設等の造成主体又は施設管理者等によりメンテナンスサイ
クルの核となる個別施設計画を策定し、戦略的な維持管理・更新等を推進しています。

農地 － 農業水利施設等 －

【耐用年数超過割合】 【農業水利施設の突発事故発生状況（全国）】

【基本的な農業水利施設数】【農業用用排水路のストック量】

全国 7,656箇所全国 51,411km

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査
(令和2年3月31日時点)

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査
(令和2年3月31日時点)

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査
(令和2年3月31日時点)

資料：農村振興局整備部水資源課施設保全管理室調
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